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１ 出願資格
　次の⑴、⑵又は⑶のいずれかを満たし、かつ、⑷に該当する者とする。
　ただし、出願時に高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校の後期課程に在籍して
いる者は、出願できない。
⑴�　令和８年３月に中学校若しくはこれに準ずる学校又は義務教育学校の後期課程若しくは中等
教育学校の前期課程（以下「中学校」という。）を卒業見込み又は修了見込みの者

⑵　中学校を卒業又は修了した者
⑶�　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第95条の規定に該当する者
⑷�　志願者及び保護者が石川県内（以下「県内」という。）に居住する者又は入学までに県内に居
住することとなる者

２ 募集定員
学　　　科 機　械　科 電　気　科 電子情報科 建　築　科 土　木　科
募 集 定 員 80人 40人 40人 40人 40人
推　薦　枠 24人 12人 12人 12人 12人

３ 出願手続
⑴�　入学志願者は、金沢市立工業高等学校（以下「本校」という。）以外の公立の高等学校に併願
することを認めない。

⑵　入学志願者は、本校の学科出願については、第２志望まで志願を認める。
⑶�　入学志願者は、所定の入学願書（以下「入学願書」という。）に入学検定手数料2,200円（必ず
現金）を添え、原則として在学又は出身中学校長（以下「中学校長」という。）を経由して本校
校長に提出する。また、貼付する写真（縦４㎝×横３㎝）は、３箇月以内に撮影したものを使用し、
裏面に志願者の氏名及び在学又は出身中学校名をボールペンで記入すること。

　�　なお、郵送による出願を希望する者は簡易書留とし、入学検定手数料分の定額小為替及び宛先
を明記した返信用封筒（110円分の切手貼付）を同封し、期間内に必着で出願する。

⑷�　金沢市立工業高等学校学則第17条第２項ただし書の規定による県外からの出願者及び１⑶に
該当する者は、入学願書に金沢市教育委員会が発行する入学志願許可書を添えるものとする。

⑸�　中学校長は、石川県教育委員会が定める調査書及び成績一覧表を本校校長に提出するものと
する。

⑹�　入学願書及び本校の募集案内は、各中学校へ配布する。なお、郵送を希望する者は、宛先を
明記し、320円分の切手を貼付した返信用封筒（角形２号）を同封し、本校へ直接申し込むこと。

⑺�　入学願書を提出した者については、中学校長を経由して受検票を交付する（受検票の郵送を
希望する中学校長は、入学願書を提出する際、宛先を明記した返信用封筒（110円分の切手貼付）
を添えて申し出ること。）。

⑻�　学力検査等において特別な配慮を必要とする者は、入学願書出願開始日までに学力検査等に
関する特別配慮事項申請書（令和８年度石川県公立高等学校入学者募集要綱（以下「要綱」と
いう。）様式８）により、中学校長を経由して本校校長に申請するものとする。この申請により
本校校長は、金沢市教育委員会と協議の上、配慮事項について中学校長に通知するものとする。

⑼　１⑵に該当する者は、入学願書に出願資格確認書（要綱様式12）を添えるものとする。

４ 通学区域及び県外からの出願
⑴　本校は、県内全域から出願することを認める。
⑵�　県外からの出願者は、金沢市立工業高等学校学則第17条第３項に定める入学志願特別事情具
申書（要綱様式５－２）を、令和８年１月５日（月）以後に金沢市教育委員会に提出して入学志
願許可を受け、当該入学志願許可書（要綱様式６）を添えて、入学願書受付期間内に、本校へ
出願手続を終えなければならない。

　�　なお、この入学志願特別事情具申書には、中学校長の証明を受け、事由を証するに足る書類
を添付しなければならない。

⑶�　福井県あわら市に在住する生徒で、あわら市教育委員会と石川県加賀市教育委員会との間の
事務の委託（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第１項）に基づいて加賀市立錦城
中学校に在学し、同校を卒業見込み又は卒業した者については、県内からの出願者と同様に取
り扱う。

⑷�　転勤による県外からの一家転住等、その他やむを得ない事情により所定の期間内に出願手続
ができなかった者については、金沢市教育委員会において審査の上、特例として出願を認める
ことがある。



　�　この特例措置による出願をする場合は、関係書類を整え、中学校長を経由して金沢市教育委
員会に申請し、許可を受けた後、その入学志願許可書を添えて本校へ出願することができるも
のとする。その出願期間は、令和８年２月27日（金）から同年３月３日（火）午後３時までとする。
ただし、土曜日及び日曜日は受付をしない。

５ 外国籍生徒及び海外帰国生徒の出願等
⑴�　中学校に在籍し、出願期間最終日時点で、原則として入国後又は帰国後３年未満の者が出願
する場合は、入学願書に海外在住状況説明書（要綱様式９）を添えて、出願手続を行うものと
する。

⑵�　外国の中学校を卒業見込み又は卒業した者が出願する場合は、海外在住状況説明書を添えて、
県外からの出願の手続に準じて行うものとする。

⑶�　出願期間最終日時点で、原則として入国後又は帰国後３年未満の者に対する学力検査問題に
おける特別措置

　ア�　漢字にひらがなのルビを振った学力検査問題（設問の都合上、問題にルビを振らない場合
もある。）での受検を希望する場合は、入学願書出願開始日までに、特別措置申請書（要綱様
式10）により金沢市教育委員会に申請するものとする。

　イ　措置内容については、本人宛てに通知する。

６ 志願変更
⑴　志願の変更
　�　入学願書提出後に、県内の他の公立高等学校又は本校に設置する他の学科に志願を変更しよ
うとする者は、１回に限り、その志願を変更することができる。

　　ただし、第２志望のみの変更、追加及び取消しは、認めない。
⑵　志願変更手続
　ア�　県内の他の公立高等学校に志願変更を希望する者は、志願変更願（要綱様式１）を中学校

長を経由して、本校校長に提出し、入学願書及び入学検定手数料（現金）を取り下げ、志願
変更証明書の交付を受け、新たに作成した入学願書に当該証明書及び入学検定手数料を添え
て、変更先高等学校長に提出する。

　　　なお、志願変更願に記入した変更先高等学校へ必ず出願手続をすること。
　イ�　本校に志願変更を希望する者は、新たに作成した入学願書に志願変更証明書と入学検定手

数料2,200円を添え、中学校長を経由して本校校長に提出するものとする。ただし、この場合
に「使用料（手数料）消印済納入票（写）」と「委任状」を提出することによって、入学検定
手数料に代えることができる。

　ウ�　本校に設置される他の学科へ志願変更する場合も、アに準じて必ず手続をすること。ただし、
志願変更証明書及び入学検定手数料に関する手続は、不要とする。

　エ�　県外からの出願者等で、志願変更に関する手続のうち、中学校長において処理されるべき
事項について、志願変更期間内にその処理が困難な場合は、志願者において直接志願変更の
手続ができるものとする。

７ 出願及び志願変更等の期間
⑴　入学願書受付期間　　　　　　　令和８年２月18日（水）から同月24日（火）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、土曜日、日曜日及び祝日は、受付をしない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　�また、郵送によるものは簡易書留とし、期限内に到着した

ものに限り受け付ける。
　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、出願の特例措置については４⑷を参照すること。
⑵　志願者数公表　　　　　　　　　令和８年２月24日（火）午後３時30分　本校
⑶　志願変更期間（入学願書取下げ及び変更出願）
　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月27日（金）から同年３月３日（火）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、土曜日及び日曜日は、受付をしない。
⑷　確定志願者数公表　　　　　　　令和８年３月３日（火）午後３時30分　本校
⑸　調査書等の提出期間　　　　　　令和８年３月３日（火）から同月５日（木）まで
　なお、⑴、⑶及び⑸についての受付時間は、午前９時から午後４時までとし、令和８年２月24
日（火）及び同年３月３日（火）は、午前９時から午後３時までとする。

８ 入学者の選抜
　入学者の選抜については、それぞれの学科の特色を配慮しつつ、その教育を受けるにふさわし
い生徒の能力、適性等を評価して、次のとおり合格者を決定するものとする。
　なお、選抜に当たっては、当初からの志願者と志願変更による志願者は、同等に取り扱う。



⑴�　入学者の選抜は、中学校長から提出される調査書及び成績一覧表による内申並びに本校にお
いて実施する学力検査等の結果を資料として行う。

⑵�　調査書における学習の記録の評定の取扱いについては、「第１学年及び第２学年（義務教育学
校においては第７学年及び第８学年）の各教科の評定の合計値」と、「第３学年（義務教育学校
においては第９学年）の各教科の評定の合計値を２倍した値」の和を用いることとする。

⑶�　審査は、調査書及び成績一覧表による内申と学力検査の結果との相互関係等を十分考慮して
行うものとする。

　　なお、面接の結果も十分参考にする。

９ 調査書
⑴　調査書は、石川県教育委員会が定める様式により、中学校長がその責任において作成する。
⑵�　調査書中の学習の記録の評定は、第１学年、第２学年及び第３学年のいずれも５段階評定に
よって記載するものとする。

⑶�　⑵の第３学年についての５段階評定以外の調査書の各項については、生徒指導要録等に基づ
いて記載する。

10 自己申告書
　欠席日数が、中学校のいずれかの学年において年間30日以上の者は、志願者本人の希望により、
自己申告書（要綱様式11）を提出することができる。
　なお、自己申告書は、志願者本人が記載し、厳封の上、中学校長に提出する。その際、封筒の
表に在学又は出身中学校名と志願者氏名を記載する。

11 学力検査等
⑴�　学力検査等は、令和８年３月10日（火）及び同月11日（水）の両日、志願者全員について、本校
において行う。

⑵�　１日目に国語、理科及び外国語（英語（「聞くことの検査」を含む。））の３教科の学力検査を
実施する。

３月10日（火） 9：00 ～ 9：50 10：10 ～ 11：00 11：20 ～ 12：10
国　　語 理　　科 英　　語

� ＊各教科100点満点
⑶　２日目に社会及び数学の２教科の学力検査と集団面接を実施する。

３月11日（水） 9：00 ～ 9：50 10：10 ～ 11：00 11：20 ～
社　　会 数　　学 集 団 面 接

＊各教科100点満点（面接を除く。）
⑷　受検場の下見は、令和８年３月９日（月）午後２時から午後４時までとする。

12 合格者の発表
⑴　令和８年３月18日（水）正午に、本校において受検番号の掲示をもって行う。
⑵�　仮入学を令和８年３月23日（月）に行うので、合格者は登校すること。なお、救済措置による
合格者については、別途通知する。

13 推薦入学
⑴　募集人数
　　「２ 募集定員」の推薦枠に定める人数とする。
⑵　出願資格
　�　推薦入学を志願できるのは、令和８年３月に県内の中学校を卒業見込み又は修了見込みの者
で、次に掲げる要件を満たし、かつ、合格の内定を得た場合に入学を確約できる者とする。

　ア　当該学科を志望する動機や理由が明確かつ適切であること。
　イ　当該学科に対する適性、興味及び関心を有すること。
　ウ　調査書に優れた点や長所の記録を有すること。
　エ　中学校長の推薦を得た者であること。
⑶　出願方法及び出願手続
　ア　出願は、１人１学科に限る。
　イ�　推薦入学を志願する者は、所定の推薦入学願書に入学検定手数料2,200円（必ず現金）を添え、

中学校長を経由して本校校長に提出する。
　　�　なお、郵送による出願の入学検定手数料の取扱いについては、３⑶に準ずる。
　ウ�　中学校長は、推薦入学願書、入学検定手数料、推薦書、志願理由書（要綱様式推２）及び



調査書に推薦入学願書送り状を添えて、本校校長に提出する。また、調査書は「９ 調査書」
に、推薦入学受検票の交付については３⑺に準ずる。

　　�　なお、成績一覧表は、令和８年３月３日（火）から同月５日（木）までに本校校長に提出する
こと。

　エ　自己申告書については「10 自己申告書」に準ずる。
⑷　出願期間
　�　出願受付期間は、令和８年１月30日（金）から同年２月３日（火）までとし、期間中の受付時
間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は、受付をしない。

　�　なお、郵送によるものは３⑶に準じ、簡易書留とし、期間内に到着したものに限り受け付ける。
⑸　推薦に当たって中学校長のとるべき措置
　ア　中学校長は、推薦の厳正・公平・適切を期するため、校長を委員長とする推薦委員会を設ける。
　イ　推薦委員会は、推薦入学に関する事項を取り扱う。
　ウ　被推薦者の決定は、中学校長が行う。
⑹　面接
　ア�　面接は、令和８年２月９日（月）に推薦入学志願者の全員について、本校において個人面接

を検査時間５分程度で実施する。

２月９日（月）
9：00 ～ 9：30 9：30 ～ 9：45 10：00 ～

受　　　　付 氏名確認及び
注意事項伝達 個 人 面 接

　イ�　面接開始時刻に遅れたときは、本校校長に届け出て、その許可を受けなければ面接を受け
ることができない。

　ウ　面接日時に面接を受けなかった場合には、追面接は行わない。
⑺　入学者の選抜
　ア　推薦入学志願者については、学力検査を行わない。
　イ�　本校校長は、中学校長から提出された推薦書、志願理由書及び調査書並びに面接の結果を

総合して、合格内定者を決定する。
⑻　合格内定者数の公表、選考結果の通知及び合格者の発表等
　ア�　令和８年２月13日（金）午前10時に、本校で学科別合格内定者数を公表する。
　　�　本校校長は、推薦入学選考結果通知書を作成し、令和８年２月13日（金）に各中学校長に送

付する。
　　�　また、合格内定者には、合格内定通知書を中学校長を通じて交付する。
　イ�　合格内定者については、令和８年３月18日（水）正午に、本校で、一般入学の合格者ととも

に発表する。
⑼　選考に漏れた者の取扱い
　�　選考に漏れた者の取扱いについては、令和８年度石川県公立高等学校推薦入学実施要項の例
による。この場合において、入学検定料（現金）の取扱いについては、中学校長を通じて返却
するものとするが、当該者が再度公立高等学校の一般入学に出願しない場合は、本校に当該入
学検定手数料を納入するものとする。

14 一般入学の学力検査等における救済措置
⑴　対象者
　�　一般入学の学力検査等の一部又は全てを欠席した者のうち、本人からの申請に基づき、本校
校長が審査し、次のア、イ又はウに該当すると認められた者に対して、追検査を実施するもの
とする。

　ア�　学校保健安全法施行規則（昭和33年文部省令第18号）第18条に規定されている、学校にお
いて予防すべき感染症等により、別室受検によっても受検できなかった者

　イ　月経随伴症状の体調不良等により、別室受検によっても受検できなかった者
　ウ　風水震火災その他の非常災害による交通遮断等により受検できなかった者
⑵　申請及び審査
　ア　申請
　　ア�　中学校長は、追検査の受検希望者がいる場合は、当該生徒の状況及び意思を確認し、令

和８年３月10日（火）及び同月11日（水）の両日とも原則午前９時までに、本校校長に対して
電話にて伝える。

　　イ�　受検希望者は、令和８年３月11日（水）の原則午後４時までに、中学校長を経由して本校
校長へ追検査受検申請書（要綱様式13）を提出する。その際、追検査受検申請書には、受
検できなかった理由が正当であることを証明できる書類（医師の診断書、中学校長の副申
書等）を添付する。



◎交通機関（北鉄バス／令和７年７月20日改正）※事前に路線・時刻表をご確認ください。
　※停留所：市立工業高校前
　　①南部車庫・四十万発　　金石行	 （所要時間約65分）
　　②高尾・金沢工業大学発　金石行、大野港行	 （所要時間約45分）
　　③野町駅発　　　　　　　金石行、大野港行	 （所要時間約35分）
　　④大野港発　　　　　　　金沢駅西口行、兼六園下・金沢城行、野町駅行、
　　　　　　　　　　　　　　金沢工業大学行	 （所要時間約15分）
　　⑤大野発　　　　　　　　金大附属学校自衛隊前行、金沢工業大学行	 （所要時間約15分）
　　⑥金石発　　　　　　　　金沢駅西口行、兼六園下・金沢城行、如来寺前行、
　　　　　　　　　　　　　　金大附属学校自衛隊前行、金沢工業大学行、
　　　　　　　　　　　　　　四十万行、南部車庫行、金沢星稜大学・高校行	 （所要時間約10分）
　　⑦畝田住宅発　　　　　　野町駅行	 （所要時間約 5分）

　※停留所：市立工業高校東口
　　①大桑本町発　　　　　　金沢港クルーズターミナル行	 （所要時間約55分）
　　②上荒屋西発　　　　　　工業試験場行	 （所要時間約45分）
　　③金沢駅西口発　　　　　工業試験場行、金沢港クルーズターミナル行	 （所要時間約15分）
　　④内灘駅発　　　　　　　金沢駅西口行	 （所要時間約20分）
　　⑤戸水発　　　　　　　　金沢駅西口行、香林坊行、大桑本町行	 （所要時間約10分）
　　⑥金沢港クルーズターミナル発　金沢駅西口行	 （所要時間約10分）

　イ　審査
　　ア�　本校校長は、申請書等を審査し、⑴ア、イ又はウに該当すると認められる者に対して追

検査の受検を許可する。
　　イ�　本校校長は、令和８年３月12日（木）午後３時までに、審査結果通知書（要綱様式14）及

び追検査の受検を承認した場合は追検査受検許可書（要綱様式15）を中学校長に交付する。
　　ウ　中学校長は、審査結果を当該生徒に通知する。
⑶　合格者の選抜
　�　合格者の選抜は、調査書及び追検査の結果を総合して行うものとする。合格者は、若干名とし、
一般入学の合格者に追加する。

　　なお、虚偽の申請が明らかになった場合は、合格及び入学を取り消すこととする。
⑷　追検査
　ア　追検査は、令和８年３月19日（木）に本校において行う。
　イ�　追検査は、検査Ⅰ（国語、外国語（英語（「聞くことの検査」は、行わない。）））及び検査Ⅱ（理

科、社会、数学）を次の日程により実施する。

３月19日（木） ８：20 ～８：40 ９：00 ～９：40 10：00 ～ 11：00
受　　付 検　査　Ⅰ 検　査　Ⅱ

　　＊�検査Ⅰは、国語40点、英語40点の計80点満点、検査Ⅱは、理科40点、社会40点、数学40点
の計120点満点

　ウ　面接及び適性検査については、実施しないこととする。
⑸　選抜結果の通知
　�　本校校長は、選抜結果通知書（要綱様式16）を作成し、令和８年３月19日（木）に中学校長に
送付する。また、合格者には、合格通知書（要綱様式17）を作成し、中学校長を通じて交付する。

　　なお、受検番号の掲示による合格者の発表は行わない。

15 その他
⑴�　詳細については、石川県教育委員会が定める令和８年度石川県公立高等学校全日制の課程第
１学年入学者募集要項、令和８年度石川県公立高等学校全日制の課程入学志願者取扱要項及び
令和８年度石川県公立高等学校推薦入学実施要項による。

⑵�　災害等で日程が変更される場合は、本校のホームページ及び石川県教育委員会学校指導課の
ホームページに掲載する。

⑶　入学に関する詳細は、本校に問い合わせること。


